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4月から水道料金・下水道使用料が 
　　　　　　コンビニで納付ができます 

３６ 

　今まで銀行や郵便局などの金融機関でしか利用できなかった水道料金・下水道使用料の納付が、
皆さんの身近にあるコンビニエンスストアで休日や夜間でも可能になります。平成２２年４月１日以降に
発行される水道料金・下水道使用料納入通知書に記載されているコンビニエンスストアであれば全
国どこからでも納付ができ、手数料も必要ありません。 
また、これまでどおり各金融機関での支払いもできます。なお、これに伴い納入通知書を水道料金と
下水道使用料を合わせた様式に変更しました。 
新しい納付書例 

取り扱い可能な主なコンビニエンスストア（順不同） 
◇サークルK　◇セブン-イレブン　◇ローソン　◇ココストア　◇ミニストップ　他１９のコンビニエンスストア 
※詳しくは、納入通知書の裏面に記載されています。 
※各店舗で営業時間などが異なりますのでご注意ください。 
※一部、取り扱いをしていない店舗もありますので、各店舗でご確認ください。 
☆コンビニで納付する場合に注意すること 
○バーコードが読み取れない納入通知書やバーコードがないものは、取り扱いができません。 
○納付額が３０万円を超えるものは、取り扱いができません。 
○コンビニのレジに納入通知書を提示し、現金で納付してください。 
○平成２２年３月３１日以前に発行された裏面が白い納付書は、コンビニでは納付できません。銀行や
郵便局などの金融機関で納付をしてください。 
　　コンビニで納付を希望される場合は、水道課で納付書を再発行します。 
　　口座振替をご利用の人には、納入通知書をお送りしていません。 
【問合先】水道課 


